


医療DX推進体制整備加算
○オンライン資格確認システムなどを通じて患者さんの診療情報、服薬情報等を取得し調剤

服薬指導などを行う際に当該情報を閲覧し活用しています。
○当薬局は、マイナ保険証利用を促進する等、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供できる

よう取組んでいます。
○当薬局は電子処方箋や電子カルテ情報共有サービス活用など医療ＤＸにかかる取り組みを

実施しています。

医療情報取得加算
○マイナンバーカードの保険証利用に対応しています。
○資格確認を行う体制を有しており、当該保険医療機関を受診した患者さんに対し、受診

歴、薬剤情報、特定検診情報、その他必要な診療情報を取得活用して調剤を行っています。

調剤管理料及び服薬管理指導料に関する事項
○患者さんの希望により服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を

作成し、薬剤によるアレルギーや服用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所など

から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤の重複や相互作用の有無をチェックし
○必要な場合には服薬期間中にフォローアップを実施することがあります。

明細書の発行状況に関する事項

○明細書を無料で発行しています。必要のない場合は事前にお申し出下さい。

保険外負担について
○以下の項目について、その使用・利用に関して相応の実費の負担が必要になります。
 ご希望に基づく保険診療外の内服薬の一包化 340円/週
 ご希望に基づく容器の譲受

  軟膏容器30～100円、水薬瓶30～100円、スポイト30～100円

  ＊容器などの形状により金額が異なります、

          詳しくはお問い合わせください。
 ご希望に基づく矯味・甘味料の譲受 20円/日

 ご希望に基づく服薬カレンダー 100～200円/部

⾧期収載品の調剤
○患者さんが⾧期収載品の処方など又は調剤を希望する場合は、選定療養費としてご負担く

ださい。選定療養費は⾧期収載品と最高額後発品との差額の25％を頂戴いたします。尚、制

度の変更により負担割合が変更になることがあります。


